
№２ 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の決定等に関する案件概要 

 

議第 1352 号 横浜国際港都建設計画土地区画整理事業の決定 

 

名 称 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 

面 積 約 248.5 ha 

公 

共 

施 

設 

の 

配 

置 

道 路 

種 別 名  称 備   考 

幹線街路 

３・４・３号 

環状４号線 これらについては、別に都市計画において定める

とおりとする。 ３・３・９号 

国道16号線 

各街区の土地利用を考慮して、幹線街路等を適宜配置する。また、交通広場を

合わせて配置する。 

公園及び 

緑 地 

公園は、宅地に整備する面積と合わせて、施行区域の面積の３％以上となるよ

うに配置する。 

その他の 

公共施設 
土地利用を考慮して、必要な調整池等を配置する。 

宅地の整備 

「農業振興地区」、「観光・賑わい地区」、「物流地区」、「公益的施設用地」、

「交通施設用地」を適宜配置する。 

公益的施設用地内に広域的な公園等を整備する。 

 

（内容） 

本地区は、平成 27 年６月に返還された米軍施設の跡地です。 

現在は、大部分が市街化調整区域に指定されています。土地所有者別に国有地が約 45％、市有地

が約 10％、民有地が約 45％を占めており、約 250 名の地権者がいます。長年、米軍施設として使

用されてきたことから、土地利用が制限されてきました。 

本地区の土地利用を具体化するため、令和２年３月に「旧上瀬谷通信施設土地利用基本計画」を

策定し、「郊外部の新たな活性化拠点の形成～みらいまで広げるヒト・モノ・コトの行き交うまち

～」をまちづくりのテーマとし、豊かな自然環境をいかした、郊外部の活性化を目指し土地利用を

進めることとしています。 

本地区において、国有地、民有地等の混在を解消するとともに、農業振興と都市的土地活用を行

う土地をそれぞれ集約し、農業基盤と都市基盤施設の整備が一体となった計画的な開発を推進し

「新たな賑わい・交流を育む市街地」の形成を図るため、土地区画整理事業を都市計画決定します。 

 



議第 1353 号 環境影響評価法に基づく都市計画対象事業に係る環境影響評価書 

 

都市計画対象事業の名称 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 

都市計画対象事業の種類 土地区画整理事業 

都市計画決定権者 横浜市 

事業者 横浜市 

環境影響評価項目一覧表（その１）            （◎○：環境影響評価を行った項目） 

注：１．○ ：参考項目の中から選定した項目 
注：１．◎ ：参考項目ではないが選定した項目（市条例指針に基づく項目を含む。） 
注：１．× ：参考項目であるが、影響が想定されないため、選定しなかった項目 
注：２．網掛けは、参考項目 
※１：参考項目にはないが、「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項」（以下、「基

本的事項」といいます。）の別表に掲載されている項目 
※２：参考項目や基本的事項にない項目で、市条例指針に基づく項目 



環境影響評価項目一覧表（その１）            （◎○：環境影響評価を行った項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内容） 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業について、環境影響評価法第 40 条第２項に読み替えて

適用される同法第 25 条第３項に基づき、都市計画に反映される環境影響評価の最終的な結果を記

載した環境影響評価書を都市計画案とともに付議します。 

注：１．○ ：参考項目の中から選定した項目 
注：１．◎ ：参考項目ではないが選定した項目（市条例指針に基づく項目を含む。） 
注：１．× ：参考項目であるが、影響が想定されないため、選定しなかった項目 
注：２．網掛けは、参考項目 
※１：参考項目にはないが、「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項」（以下、「基

本的事項」といいます。）の別表に掲載されている項目 
※２：参考項目や基本的事項にない項目で、市条例指針に基づく項目 


